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第2章 公衆電気通信

第1節 概 況

我 が 国 の電 気 通 信 に つ い て は,電 信電 話 を 中心 とす る設 備 の整 備 拡 充 が 積

極 的 に 進 め られ て きた 結 果,永 年 の懸 案 で あ った 加 入 電 話 の 「積 滞 解 消 」 と

「全 国 自動 即 時 化 」 が達 成 され,今 や 量 的 拡 大 か ら質 的 充 実 の 時 代 を 迎 え て

い る。

この よ うな 状 況 の 下,昭 和55年 度 には,公 衆 電 気 通 信 サ ー ビス の 多 様 化 に

つ い て 努 力 が 払 われ,電 電公 社 か ら,コ ー ドレスホ ン,コ レ ク トコ ール,多

機 能 プ ッシ ュホ ン等 の サ ー ビスが 新 た に 提 供 され,国 際 電 電 か らは 国 際 コ ン

ピュ ー タ ・ア クセ ス サ ー ビス,国 際 電 話 網 を 利 用 した フ ァ ク シ ミ リ通 信 及 び

デ ー タ伝 送 サ ー ビス が開 始 され た 。 また,56年 度 に 入 ってか ら も,電 電 公

社 か ら,ク レ ジ ッ ト番 号 通 話 サ ー ビス,フ ァク シ ミ リ通 信 網 サ ー ビス及 び ミ

ニ フ ァ ッ クスサ ー ビス等 が 相 次 い で 開 始 され て い る。

また,国 内 通 話 料 金 の 遠 近 格 差是 正 を 図 る た め,55年11月 に通 話料 の 夜 間

割 引 制 度 が 改 正 され た の に 加 え,56年4月,公 衆 電 気通 信 法 が 一 部 改正 され

た こ とに 伴 い,56年8月 か ら,500kmを 超 え る地 域 に つ い て の遠 距 離通 話

料 の 引 下 げ(14～17%)及 び 日曜 ・祝 日に 係 る料 金 の 引下 げ(60kmを 超 え

る地 域 に つ い て約40%)が 行わ れ た。

一 方
,国 際 通 信 料 金 に つ い て も,55年7月,国 際通 話料 金及 び 国 際専 用 回

線 料 金 の 引 下 げ が,同 年10月 に は,国 際 デ ー テ ル料 金 及 び 国際 テ レ ビジ ョソ

伝 送 料 金 の 引 下 げ が行 われ た。 さ らに,56年4月 に,国 際 通 話 料 金,国 際 加

入 電 信 料 金 及 び 国 際専 用 回線 料 金 の 引下 げが 行 わ れ た 。

電 電 公 社 に お い て は,加 入電 話 の需 給 均 衡 状 態 を 維 持 す る と と もに,電 信

電 話 サ ー ビス を 更 に 改 善す る こ とを 基 本 に,55年 度,1兆7,090億 円 の 設 備
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投 資 が 行 われ,一 般 加 入 電 話144万4千 加 入(地 域 集 団 電 話 か ら一 般 加 入 電

話 へ 種類 変 更 した もの17万5千 加 入 を 含 む 。),公 衆 電 話7万1千 個 の設 置,

マ イ ク ロ ウエ ー ブ,同 軸 ケ ー ブルに よる伝送 路102区 間 及 び新 電 話局81局 の

建 設 等 が 行わ れ た 。 国際 電 電 に お い て も,308億 円 の設 備 投 資 が行 わ れ,通

信 衛 星地 球 局 の建 設 等 が 行 われ た。

55年 度 の 電 電 公社 の収 支 状 況 につ い ては,総 収 入4兆63億 円,総 支 出3兆

6,183億 円で3,881億 円 の 収 支 差額 を生 じた 。 また,国 際 電 電 に つ い て は,総

収 入1,556億 円,総 支 出1,410億 円 で,156億 円 の収 支 差額 を生 じた 。

なお,財 政 再建 に協 力す るた め,臨 時 か つ 特 例 的 な措 置 と して56年 度 か ら

59年 度 まで 毎年 度1,200億 円,合 計4,800億 円 が 電 電 公社 か ら国 庫 へ納 付 され

る こ と とな った。

また,日 米 間 の3年 越 しの 懸 案 で あ った 電 電 公 社 を巡 る資 材 調 達 問題 に つ

い ては,い わ ゆ る 三段 階 方 式 の 調達 手 続 を 採 用す る こ とな どに よ り,解 決 を

み た 。

第2節 国内公衆電気通信の現状

1電 電公社業務

(1)電 報

電報 は,明 治 以 来,国 民 一 般 の緊 急 通 信手 段 と して 重 要 な役 割を 果 た して

きた が,近 年,加 入 電 話 の 普及 及 び デ ー タ通 信等 多 様 な 通 信手 段 の発 展 に 伴

い,そ の性 格 は 変 容 して きて お り,電 報 の 利用 通 数 や 利 用 内 容等 に 反 映 して

い る。 電報 通 数 は,38年 度 の9,461万 通 を ピー ク と して大 幅 に 減少 して きた

が,52年 度 以降 ほぼ 横 ば い の傾 向 に あ っ て55年 度 は4,104万 通(国 民1人 当

た り0.35通)と な ってい る。 そ の 内 容に つ い ては,総 電 報通 数 中に 占め る慶

弔 電 報 の 割 合 は,73%(3,000万 通),死 亡 ・危 篤 を 知 らせ る緊 急 信 等 の ・一般

電 報 は27%と 前 年 度 と同様 の構 成 とな っ てい る(第2-2-1図 参 照)。
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第2-2-1図 電報通数の推 移
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(注)()内 は,総 通数中に占め る慶 弔電報通 数の割合であ る。

なお,新 しい電報サービスとして55年8月 から提供 され た 緊急定文電報

は,2万3千 通の利用があった。この緊急定文電報は,個 人の死亡,危 篤,

事故,病 気 被災等に関する緊急連絡の利便化を図るもので,あ らか じめ定

めた文(定 文)を 通信文に使用 し,20字 以内で任意の補完文を追記でき,通

信文の長短にかかわらず1通 ごとに300円(通 常電報の基本料相当額)と な

っている。

電報事業の収支状況については,利 用通数の伸び悩み,人 件費等諸経費の

増嵩に より,毎 年大幅な赤字を続けている。 電電公社も,電 報受付局(115

番取扱局)の 統合,電 報配達業務の民間委託の推進等業務運営の効率化を図

ってきているが収支を改善する抜本的な対策にはな り得ず,電 電公社の事業

経営問題点の一つとなっている。
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(2)加 入 電 信

加 入 電 信 は 一 般 には テ レ ッ クス と呼 ぼれ,任 意 の 相 手 方 と50b/sの 符 号

伝 送 が 可 能 な 交 換網 サ ー ビスで,31年 の サ ー ビス 開始 以来,企 業 に おけ る情

報 化 指 向,事 務 合理 化 の機 運 に マ ッチ しそ の加 入 数 は着 実 に 伸 び て きて いた

が,フ ァ クシ ミ リや デ ー タ通 信 な ど他 の通 信 手段 へ の移 行 等 の 要 因 に よ り,

近 年 は 減 少 傾 向 に あ る。55年 度 末 加 入数 は,前 年 度末 に比 し約5千 加 入 減 少

し,5万8千 加 入 とな った(第2-2-2図 参 照)。

第2-2-2図 加入電信加入数の推移
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(3)電 話

電話は,交 換網を通 じて任意の相手方との問に音声通信を行 うことが可能

な典型的なパーソナル電気通信メデ ィアであり,日 常生活や企業活動に欠 く

ことのできない基幹的な通信手段としての地位を占めている。

現在では,電 電公社発足以来の二大目標であった 「積滞解消」,「全国自動

即時化」がほぼ達成され,電 話の需給均衡時代を迎えたが,電 電公社の今後

取 り組むべ き課題の一つは社会の進展に伴ってますます多様化 ・高度化する
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需要動向にきめ細かに対応 してい くことであ り,今 後 とも安定 した良質なサ

ービスの提供に積極的に取 り組んでい くことが要請される。

電電公社が提供 している電話の中では,一 般家庭や事業所等で使用される

加入電話や,街 頭や店頭に設置されて公衆の利用に供される公衆電話が代表

的なものであるが,こ のほかにも船舶電話,列 車公衆電話,自 動車電話等が

ある。

ア.電 話サービスの現状

(ア)加 入 電 話

55年度末現在,加 入電話総数は3,905万 加入であ り,こ の うち単独電話

第2-2-3図 加入電話加入数の推移
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は3,629万 加 入,共 同 電 話 は154万 加 入,構 内交 換 電 話65万5千 加 入,事 業

所 集 団 電 話34万8千 加 入,地 域 集 団 電 話21万4千 加 入 とな ってお り,ま

た,地 域 団体 加 入 電 話組 合 加 入 回 線 及 び有 線 放 送 電 話 接 続 回 線 の 数 は,

1,021加 入 とな って い る。 総 数 で は 前 年 度 末 よ り129万1千 加 入(3,4%)

の増 加 とな った(第2-2-3図 参 照)。

人 口100人 当 た りの 普 及率 は55年 度 末 に お い て33.3加 入 とな り10年 前 に

比 し約2倍 とな った。

加 入 数 の 推 移 を 事 務用,住 宅 用 の 利 用 種別 でみ る と,55年 度 は地 域 集 団

電 話 を 一 般 加 入 電 話 に変 更 した もの を 含 め,事 務 用 が25万3千 加入 の増 加

に対 し,住 宅 用 は119万1千 加 入 増 加 して お り,最 近 の 著 しい傾 向 と して

住 宅 用 電 話 の増 加 が 依 然 続 い て い る。

また,電 話 機 数 は,前 年 度 末 よ り265万 個 増 加 して5,628万 個 とな り,人

口100人 当 た り電 話 機 数 は,47.9個 と な った 。

な お,54年 度 には 電 話機 数 で は,米 国に 次 い で 世 界 第2位,人 口100人

当 り電 話 機 数 で は,米 国,ス ウ ェー デ ン,ス イ ス,カ ナ ダ な どに 次 い で 世

界 第9位 とな って い る。

この よ うな 加 入 電 話 の普 及 に もか か わ らず,地 域 集 団 電 話 の 一般 加 入 電

話 化,普 通 加 入 区域 の拡 大 に よる過 疎 地 域へ の電 話 の 普 及 等 な お解 決 を 要

す る問 題 は 残 され て い る。

地 域 集 団 電 話 は,農 山漁 村 地 域 等 に お け る集 団 的 な 電 話需 要 に応 じて 設

置 され た が,多 数 共 同電 話 方 式 で あ る た め話 中に な る こ とが多 い 等 利 用上

不 便 で あ る こ とか ら,生 活 条 件 の 変 化等 に よる通 話量 の増 大 に 伴 い,一 般

の 加 入 電 話 へ の変 更 の要 望 が 強 くな って き てい る。 電電 公 社 で は,逐 次 計

画 的 に 一 般 加 入 電話 へ の変 更 を 実 施 して き てお り,55年 度 にお い て は17万

5千 加 入 の一 般 加入 電 話 化 が 行 われ た。

なお,こ の よ うな地 域 集 団 電 話 の一 般 加 入 電 話 化 の促 進 に 伴 い地 域集 団

電 話 の 加 入者 数 が著 し く減 少 した場 合,残 存 す る加 入 者 に と って は,単 独

電 話 に 近 い 利用 が で き る こ と とな り,集 団 的 な利 用 の態 様 に応 じた施 設 と
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料金をもって構成されているこの制度の趣 旨にそ く・わないもの と な る の

で,56年4月 に成立 した公衆電気通信法の一部改正により,電 電公社は,

加入者数が極端に減少 した場合(集 団電話の加入申込みに必要 とされる数

の10分 の1未 満)に おいて交換設備の老朽化等により集団電話サービスの

提供が困難となったときには,郵 政大臣の認可を受けて,単 独電話等へ切

替えができることなった。

また,現 在,普 通加入区域外に設置される一般の加入電話については,

通常の料金のほか特別の費用の負担を要することとな って お り,こ のた

め,普 通加入区域の拡大または負担の軽減について多 くの要望が寄せ られ

ている。

そこで,電 電公社では第6次5力 年計画(53～57年 度)に おいて,電 話加

入区域を電話局から半径5kmを7kmへ 拡大することとして,鋭 意これ

を推進 してきてお り,55年 度は362区 域を拡大 した。この加入区域の拡大

は順調に進められてお り,56年 度は240区 域を拡大する予定となっている

(第2-2-4表 参照)。

第2-2-4表 加入区域拡大の実施状況

年 度

区 域 数

53

666

54

539

55

362

56

240

(予 定)

(イ)公 衆電話等

公衆電話には,公 社直営で電話ボックス等に設置 されている街頭用公衆

電話と,商 店等に管理を委託 している店頭用公衆電話(赤 電話)が ある。

街頭用公衆電話には,10円 硬貨のほか100硬 貨も併用可能な100円 硬貨併用

公衆電話(黄 電話)と10円 硬貨専用公衆電話(青 電話)が あ り,ま た,店

頭公衆電話は従来10円 硬貨利用のものに限られていたが,55年8月 か ら

100円 硬貨併用の公衆電話(新型赤電話)が提供され,約5千 個設置された。

電電公社では,利 用者の利便の向上を図るため,積 極的に公衆電話の増

設に努めてお り,55年 度には黄電話が6万5千 個増設され,年 度末には総
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第2-2-5図 公衆 電 話 機 数 の推 移
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数88万 個,人 口1,000人 当 た り7.5個 の 普及 率 とな った。

また,加 入 電 話 の 一種 で公 衆 に も利用 で きる よ うに 電 話機 に硬 貨 投 入 装

置 が付 加 され て い るいわ ゆ る ピ ン ク電 話 もそ の新 規 需 要 に は 根 強 い もの が

あ り,55年 度 は6万3千 個 の増 設 が 行 わ れ て年 度 末 総 数 は100万 個 とな っ

た(第2-2-5図 参 照)。

㈲ 移 動 体 通 信

無 線 を利 用 した 移 動体 通 信 の分 野 で は,沿 岸 を航 行 す る船 舶 に設 置 され

て い る船 舶電 話,国 鉄 新 幹 線 に設 置 され て い る列 車 公 衆 電 話,自 動 車 に 設

置 され て い る 自動 車 電 話 等 が あ り,船 舶 電 話 に つ い ては54年3月 か ら自動

化 が 図 られ て い る。

この うち,自 動 車 電 話 は,54年12月 か ら東 京23区 で,ま た55年11月 か ら

大 阪 で 開 始 され た新 しい サ ー ビス で あ る。 現 在 の サ ー ビス ・エ リア は,東

京 地 域 で は 東 京23区 と東京 都,神 奈 川 県,千 葉 県,埼 玉 県 の63市 で あ っ
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て,お お む ね 都 心 か ら50km圏 とな って お り,大 阪 地 域 で は 大 阪 府 ・ 兵

庫 県(56年7月 開 始予 定),京 都 府,奈 良 県(両 県 は56年9月 開 始 予 定)

の 主 要 都市48市 とな って い る。56年 度 末 に は 名 古 屋 地 区 で 新 た に サ ー ビス

を 提 供 す る予定 で あ る。

この 自動 車 電 話 サ ー ビスは,サ ー ビス ・エ リア内 を 走 行 中 の場 合,自 動

車 電 話 と全 国 の 電 話 との 間は も と よ り,自 動 車 電 話 相 互 間 で も通 話 を 行 う

こ とが で きる。

56年3月 末現 在,自 動 車 電 話 サ ー ビスの 開 通 数 は6,406件 で,順 調 に 増

加 して い る。

←)各 種 付 加 サ ー ビス

社 会 活動 の 高 度化 に伴 い国 民 の 生 活 様 式 が 変 化 し,電 話 に つ い て も,従

来 の よ うに た だ単 に 通 話 が で きれ ば よい とい うだ け で な く,よ り便 利 か つ

高 度 な機 能 を備 え る こ とが 求 め られ て きて い る。

第2-2-6図 主な附属装置等の数の推移
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この よ うな要 求 を満 た す た め,ホ ー ムテ レホ ン,プ ッ シ ュホ ン,電 話 フ

ァ ヅ クス,ビ ジネ ス ホ ン等 の 各 種 の電 話機 や 附 属 装 置 の ほか,キ ャ ッ チホ

ン(通 話 中着 信 サ ー ビス) ,で んわ ば ん(不 在 案内),シ ルバ ー ホ ソ(音 量

増 幅用 電 話)等 のサ ー ビスが 提供 され てい る(第2-2-6図 参 照)。

け)ポ ケ ッ トベ ルサ ー ビス

電 話 の ネ ッ トワー クを 利用 して,無 線 に よ り外 出 してい る人 等 を 呼 び 出

す,い わ ゆ る ポ ケ ッ トベ ル に つ い ては,43年 の サ ー ビス開 始後 急速 に普 及

し,55年 度 末 に おい ては,サ ー ビス提 供 地 域 は65地 域,加 入 数 は109万 加

入 とな った(第2-2-7図 参 照)。

第2-2-7図 ポ ケ ッ トベ ルの 推 移
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㈲ 新 た に提 供 され た サ ー ビス

55年 度 には,コ ー ドレス ホ ン,料 金 着 信払 通 話 サ ー ビス(コ レ ク トコ ー

ル),多 機 能 プ ッシ ュホ ソ等 の 提 供 が 開始 され,56年 度 に 入 ってか らは,

ク レジ ッ ト番 号 通 話 サ ー ビス,フ ァク シ ミ リ通 信 網 サ ー ビス及 び ミニ フ ァ

ッ クス サ ー ビス等 が 新 た に提 供 され た。 これ らの 新 サ ー ビスの 主 な もの の
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概 要 は 次 の とお りで あ る。

Aコ ー ドレス ホ ン

ー 般家 庭 や 事 業 所 等 にお い て電 話 機 を 自由 に 持 ち運 ん で 通 話 を した い

とい う要 望 に こた え る もの で あ って,屋 内 の 配 線 部 分 を 無 線 方 式 に す る

こ とに よ って約20mの 範 囲 内 に お い て 自由 に 電 話機 を 移動 して 通 話 す

る こ とが で き る も ので あ り,回 転 式 と プ ッシ ュ式 の2種 類 が あ る。

B料 金 着 信 払 通 話 サ ー ビス(コ レク トコ ール)

発 信 者 の請 求 に 基 づ きそ の通 話 に 係 る料 金 を 発 信者 に 代 わ り当 該 通 話

の着 信 が あ った 加 入 電 話 の 加 入 者 等 が 支 払 うこ と と して 通 話 が で き るサ

ー ビスで あ って ,着 信 者 の 料 金 支 払 承 諾 を 得 られ た場 合 に 取 り扱 うもの

であ る。

C多 機 能 プ ッ シ ュホ ソ

通 常 の プ ッシ ュホ ンの電 話機 能 を 拡充 す る と と もに 簡単 な デ ー タ入 出

力装 置 を も備 え た もの で あ って,付 加 装 置 で あ る簡 易 プ リン タを 利用 す

る こ とに よ り出 力 デ ータ の記 録 もで き る。 こ の多 機 能 プ ッ シ ュホ ンを 各

種 の デ ー タ処 理 セ ンタ ヘ ア クセ スす る こ とに よ り,例 え ば ク レ ジ ッ ト加

盟 店 に よる ク レジ ッ トカ ー ドの検 証 や 売 上 処 理 業 務 不 動 産 業 等 に よる

情 報 検索 業務,金 融 機 関 に よる残 高 照 会 や 入 金 通 知 業 務,チ ェ ー ン店 等

に よ る商 品発 受 注 業 務 な どに も利 用 で き る も の で あ り,こ れ ら業 務 の迅

速 化,正 確 化,省 力化 を 図 る こ とが で き る。

な お,多 機 能 プ ッ シ ュホ ンには1形 と2形 の2種 類 あ る ほか 付 加 装置

と して簡 易 プ リン タ等 が あ る。

Dク レジ ッ ト番 号 通 話 サ ー ビス

加 入 電 話,公 衆 電話 等 か ら行 った 通 話 に 係 る料 金 を 加 入 電 話 加 入 者 が

あ らか じめ 指定 した加 入 電 話 に課 す こ と と して,外 出先,出 張 先 等 か ら

ど こへ で もキ ャ ッ シ ュ レス で通 話 が で き るサ ー ビスで あ る。

Eフ ァ ク シ ミ リ通 信 網 サ ー ビス及 び ミニ フ ァ ッ クスサ ー ビ ス

フ ァ ク シ ミ リ通 信網 サ ー ビスは,必 ず しも電 話 に お け る 会 話 の よ うに
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同 時送 受 信が 要 求 され な い フ ァ ク シ ミリ通 信 の 特徴 を生 か した 蓄 積 変 換

方 式 を と って い るた め,① デ ィ ジタ ル化 に よる冗 長 度抑 圧 及 び長 距 離 の

高 速 電送 等 を行 うこ とが で き るな ど伝 送 路 の 使用 効率 の 向上 が 図 られ,

通 信 料 金 が大 幅 に安 くな って い る こ と,② 従 来,端 末機 側 で有 して い た

自動 受 信機 能 及 び 同報 通 信 機能 等 を網 側 に負 担 させ,多 数 の利 用 者 が 共

用 で き る よ うに してい る こ と,③ 不 達 通 知 機 能,再 呼機 能,発 信 者 番 号

の 自動 記 載機 能 等 従 来 の フ ァ ク シ ミリ通 信 に な か った便 利 な機 能 を 網 側

が 有 して い る こ とな ど従 来 の 電 話 フ ァ ッ クスに は な い特 色 を 持 つ サ ー ビ

スで あ る。

一 方
,ミ ニ フ ァ ッ クスは,A5判 サ イ ズ の フ ァ クシ ミ リ端 末 で あ る

が,こ の フ ァ ク シ ミリ通 信 網 に接 続 して通 信 で きる もので,大 幅 に 低 価

格 とな って い る ほか 小 形 ・軽量 化 と操 作 の簡 易 性 を 図 ってい る。 また,

この ミニ フ ァ ッ クスは,既 存 の 電話 フ ァ ックス と同様 電 話 網 の み を 利用

して通 信す る こ と もで き る。

イ.料 金 明 細 に関 す る聞 題

郵 政 省 及 び 電電 公 社 で は,電 話利 用 者 か ら料 金 に つ い て問 合 せ や 苦 情 が あ

った 場 合,そ の料 金 内訳 を 的 確 に答 え られ る体 制 を 整 え て お くこ とが 必 要 で

あ る との 観点 か ら,現 在,電 話 料 金 明細 サ ー ビスに つ い て,そ のサ ー ビス の

詳 細 の ほ か,通 信 の秘 密 の 確 保,プ ライバ シ ー保 護等 実施 上 の諸 問 題 に つ い

て,関 係 各 方面 の意 見 も聴 しな が ら慎 重 に検 討 を 進 め て い る と ころ で あ る。

な お,総 理 府 が56年2月25日 か ら3月3日 まで 実 施 した 「電 話 利 用 に 関 す

る世 論 調 査 」 で は,料 金 内訳 の送 付 を 希望 す る人 の 割 合 は 全体 の66%を 占

め,ま た 希 望 しな い とす る もの の 中 で も,そ の うち42%の 人 が 電 話 局 で は料

金 の内 訳 書 を 保存 して お くべ きだ と して い る。

ウ.電 話 無 料 装 置 に関 す る問 題

最 近,電 気 通 信 シス テ ム の普 及 と と もに電 子 技 術 が 発達 す るに つ れ て,通

信 機 能 に対 す る妨 害 や 犯罪 の発 生 す る可能 性 が 大 き くな って き てい る。55年

度 には,こ う した もの の例 と して,マ ジ ッ クホ ン とか ビ ップ ホ ソと呼 ぽれ る
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不正機器が出現している。

これらの装置を加入電話機に取 り付けると,そ の電話にかけた通話度数が

登算されず,結 果的に電話料金が免脱されて しま うものである。この不正機

器の機能は,国 際通話料金の免脱にまで及ぶものである。

郵政省及び電電公社は,事 件発生以来,捜 査当局の協力を得て,こ れ ら不

正機器の設置,使 用の発見 ・防止に努めている。

(4)専 用サービス

電話や加入電信が,交 換網に よって,任 意の加入者 との間で自由に通信を

行 うサービスであるのに対 し,専 用サービス(公衆電気通信設備の専用)は,

特定の者が,特 定の地点相互間において,公 衆電気通信設備を排他的に使用

するサービスで料金が定額性であることから,企 業,公 共機関等が多量の通

信を行 うのに適 した通信手段である。

現在,専 用の制度は,使 用する周波数の幅に応 じてD規 格からL規 格まで

アルファベット別に分類される品 目(帯 域品目)と 符号伝送速度 に 応 じて

50b/sか ら48kb/sま でに分類される品 目(符 号品目)と に大別される。さ

らに,帯 域品目の各規格は伝送速度及び使用方法に応 じて細分化 され て お

り,単 に音声通信のみでな くデータ伝送,模 写伝送,放 送中継等多様な需要

に応 じている。また,符 号品 目は,最 近におけるコソピ郵一タ利用技術の高

度化に伴い,デ ータ伝送のみに利用する回線の需要増加にこたえるものであ

り,混 合使用は認められていない。

利用状況を回線数(帯 域品 目の うちのD～J規 格及び符号品 目の回線数)

についてみると,55年 度末で約30万2千 回線あ り,前 年度に比べて約4千 回

線(1.4%)増 加 している(第2-2-8図 参照)。 規格別には,3.4kHzの

周波数帯域を使用するD規 格が約21万6千 回線 と全体の約72%を 占めてお

り,そ の中でも通常の音声伝送が可能で専用電話として利用されているD-

2が 約18万9千 回線とD規 格全体の87%を 占めている。

D規 格に次いで多く利用されているのは50b/sで,そ の回線数は,55年

度末で8万3千 回線となっている。その他の規格については,専 用サービス
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第2-2-8図 専用回線数 の推移(D～ 」規格 ・符号品 目)
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全 体 か らみ れ ぽ,そ の 利用 数 は 極 め て 少 な い。

また,L規 格 は,4MHzの 周 波数 帯域 の伝 送 が 可能 な も ので,テ レ ビジ

ョソ放 送 中継 用 と してNHK及 び民 間 放 送 各 社 に使 用 され て お り,55年 度 末

現 在 の利 用 状 況 は,474回 線,延 べ キ ロに して4万6,500kmと な って い る 。

な お,テ レ ビジ ョン音声 多重 放 送 の開 始 に 伴 い.54年8月 か らテ レ ビジ 。

ン放送 中継 回 線 の 音 声 多重 化を 実 施 した。

(5)公 衆 電 気 通 信 法 の 一 部改 正

第94回 通 常 国会 に 提 出 され た 「公 衆 電 気 通 信 法 の一 部 を 改 正 す る法 律 案 」

は,56年4月28日 に 成 立 した。 同 改正 は,電 話 の遠 距 離 通 話料 を 引 き下 げ る

と と もに,日 曜 日 ・祝 日の 通 話料 を法 律 で 定 め られ て い る料 金 よ り割 引 き し

て定 め る こ とが で き る よ うにす る こ とを 主 た る内 容 とす る もの で あ り,8月

5日 か ら施行 され た 。

この 改 正 法 を提 出す るに 至 った背 景 に つ い て は,我 が 国 の 電 話 の通 話 料 が

諸 外 国 の もの に比 べ 近 距 離 は2分 の1な い し4分 の1と 安 くな ってい るの に

対 し,遠 距 離 は2倍 ない し3倍 と高 くな って い る こ とか ら,遠 距 離 通 話料 と
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近距離通話料とのいわゆる遠近格差が大きくなってお り,そ の是正について

は郵政省としても重要な課題 として取 り組んできたところである。その一環

として55年11月27日 から通話料の深夜割引制度の新設(320kmを 超える区

域外通話料について,午 後9時 から翌 日午前6時 までは 昼間の6割 引 とし

た。),夜間割引時間帯の拡大(夜 間割引の対象時間帯を午後7時 から翌日午

前8時 まで前後1時 間ずつ拡大 した。)を 実施したが,更 に遠近格差の是正

措置を進めるため,公 衆電気通信法の一部を改正 し,特 に遠距離である500

kmを 超える区間の昼間の通話料を引き下げるとともに,日 曜日 ・祝日の割

引制度を導入することとしたものである。

改正された事項の概要は次のとお りである。

ア.遠 距離通話料の引下げ

区域外通話地域間距離が500kmを 超える区域外通話の料金は 第2-2-

9表 のとお り改められた。

これによって,遠 近格差は従来の1対72が1対60に 是正された。

第2-2-9表500kmを 超える区域外通話料金の改正

距離段階別

500㎞ を超 え750㎞ ま で

750㎞ を超 え る もの

10円 でかけ られ る秒数

3.5秒(改 正前は3秒)

3秒(改 正前は2.5秒)

(参考)3分 間通話 した
場合 の料金

520円(改 正 前 は600円)

(例 え ば,東 京 ～ 広 島 間)

600円(改 正 前 は720円)

(例 え ば,東 京 ～ 福 岡 間)

イ.日 曜 日・祝 日に係る通話料の割引制度の導入

区域外通話地域間距離が60kmを 超える区域外通話の 日曜 日及び祝 日(祝

日の振替休 日等を含む。)に 係る料金について,夜 間通話料金の場合と同様

に,電 電公社が郵政大臣の認可を受けて法定の料金 より低 く定めることがで

きることとなった。

ウ.電 話使用料適用の特例

電話使用料について,加 入電話加入者が市町村等の法人であっても,老 人

福祉電話等郵政省令で定めるもの に 限 り,住 宅用が適用されることとなっ
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た。

エ.そ の他の法律改正事項

集団電話について,加 入者数が少数 となった場合に加入電話の種類を変更

することができることとなったほか,ダ イヤル自動化の完了に伴 う所要の規

定の整備を行った。

オ.郵 政大臣の認可による改正事項

夜間及び深夜時間帯の通話料,100番 通話料,手 動即時通話料,待 時通話

料,自 動車電話の通話料,船 舶電話の通話料及び一般専用の基本回線専用料

等について,法 定料金の引下げ率と同 じ率で引き下げられ,8月5日 から実

施された。また,新 たに導入された日曜日 ・祝 日に係る昼間料金の割引につ

いては,夜 間割引と同様4割 引とし,8月9日 か ら実施された。

この結果,夜 間料金と深夜料金については,従 来と同様に改訂後の昼間料

金のそれぞれ約4割 引及び6割 引となるので,750kmを 超える区域外通話

料は,夜 間帯では3分 間通話した場合450円 が360円 に,深 夜帯では3分 間

280円 が240円 にそれぞれ引き下げられ,遠 近格差 も昼間帯の1対60に 対 して

夜間帯では1対45,深 夜帯では1対24と なった。

2有 線放送電話業務

(1)設 備 の状 況

ア.施 設 数

施設 数 は,38年 度 の2,649を ピー クに 年 々減 少 し,55年 度 末 に お け る施 設

数 は816と な り,54年 度 末 の870に 比 べ54(6。2%)の 減 で あ る。

その 減 少 の要 因 と して は,農 林 漁 業地 域 に お け る公 社電 話 の 普 及 に 伴 い,

通 話 手 段 と して の有 線 放 送 電 話 を 利用 す る者 が 減 少 す る こ とに よ り生 じる施

設 の経 営 難 や設 備更 改 のた め の 資 金 難等 が あ げ られ る。

施 設 数 の 最近 の年 度 別 状 況 は 第2-2-10表 の とお りで あ る。

施 設 の運 営 主体 は,有 線 放 送 電 話 の 基 盤が 農 林 漁 業地 域 であ る こ と もあ っ

て,農 林 漁 業 団体 が 最 も多 く592(72・5%),次 い で 地 方 公 共 団体163(20.0
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第2-2-10表 有線放 送電話施 設数 及び端末設備数 の年度別状況

∵沢分
51

52

53

54

55

施 設 数

1,110

986

914

870

816

各年度 中増減(△)の 内訳

新 設 数1廃 止 数 増減(・)数 端末設鱗

4

8

5

3

2

ll3

132

77

47

56

△109

△124

△72

△44

△54

2,123,377

1,979,431

1,865,408

1,787,756

1,723,270

第2-2-11表 有線放 送電話 の規模別分布 状況

端 末 設 備 数 施 設 数(割 合)

1,QOO個 未 満

1,000個 以 上2,000個 未 満

2,000〃3,000〃

3,000〃4,000〃

4,000〃5,000〃

5,000〃

201(24.6)

297(36.4)

172(21.1)

61(7.5)

46(5.6)

39(4.8)

計 816(100.0)

%),市 町 村 や農 協 等 の共 同経 営 体39(4.8%),公 益 法 人22(2,7%)と な っ

て い る。

イ.端 末 設 備 数

55年 度 末 に お け る端 末 設 備数 は172万3千 個 で あ り,54年 度 末 の178万8千

個 に比 べ て6万5千 個(3.6%)の 減 とな って い る。44年 度 に323万 個 と ピ ー

クに達 した 端 末 設 備 数 は,以 後 年 々減 少 して い る。

な お,端 末 設 備 数 か らみ た 有 線 放 送 電 話 の 規 模 別 分 布 状 況 は,第2-2-

11表 の とお りで あ り,55年 度 末 に お け る1施 設 平 均 端 末 設 備 数 は2,112個 と

な って い る。

ウ.交 換 方 式

自動 交 換方 式 を と って い る施 設 は,55年 度 末 に お い て 施 設 数 で707(全 施

設 の86.6%),端 末 設 備 数 で161万 個(全 端 末 設 備数 の93.4%)と な って お



第2章 公衆電気通信 一127一

り,有 線 放 送 電 話 全体 に お け る 自動 化 率 は年 々上 昇 してい る。

な お,自 動 交 換 方 式 を とっ てい る施設 の平 均 端 末 設 備数 は2,207で あ り,

全 施 設 の平 均 端 末 設 備数2,112よ りも多 く,自 動 交 換 方式 を とって い る施 設

が比 較 的 大 型 で あ る こ とを 示 してい る。

エ.電 電 公 社 回 線 と接 続 して い る もの

電 電 公 社 と接 続 通 話 契 約 を締 結 してい る施 設 は,55年 度 末 に お い て施 設 数

で205(全 施 設 数 の25.1%),端 末設 備 数 で49万1千 個(全 端 末 設 備数 の28.5

%)と な って い る。 接 続通 話 契約 の種 別 に は,第 一 種 接 続 通 話 契約(市 内 接

続 通 話)と 第 二 種 接 続 通 話 契約(市 内 ・市 外接 続 通 話)が あ る が,ほ とん ど

が 第 二 種接 続 通 話 契 約 で あ る。

(2)利 用 状 況

ア.利 用 者

55年 度 末 に お け る利 用 者 数 は166万 人 で あ り,54年 度 末 の171万4千 人 に比

べ3.1%の 減 で あ る。

イ.利 用 料

55年 度 に お け る利 用 料 に つ い て み る と,600円 以 上800円 未 満 の 施設 が全 体

の34.2%を 占 め,次 いで400円 以上600円 未 満 が22.4%と な ってい る。400円

未 満 の施 設 は7.0%,ま た1,000円 以上 の施 設 は15.5%と な っ てい る。

ウ.放 送 時 間

有 線 放送 電 話 は,放 送 と通 話 を一 体 と して 行 うメデ ィアで あ るが,そ の う

ち,54年 度 の放 送 の利 用 状 況 につ い てみ る と,1時 間未 満 が34.3%,1時 間

以上2時 間未 満 が48.0%,2時 間 以 上 が17.7%と な っ てい る。

第3節 国際公衆電気通信の現状

1国 際通信回線の現状

国際電電は,28年 に設立されて以来,国 際電気通信需要の増大,多 様化に
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第2-2-12表 対外直通回線の現況

(55年度末現在 単位:回 線)

回線種別

通信系
衛 星

マ リサ ッ

ト 衛 星

(イ ン ド洋)

海底 ケ
ーブル

対流圏
散乱波 短 波 VHF 計

国際翻 回釧 40 0 ・・[-1 ・1 一1 68

国際加縄 信回線11・ ・131 ・1・ ・4 551 ・1 一ll
,58・

国 際 騙 回線 「1…11 ・1694【251 ・【 一lI
・949

国用
際回
専線

国衛回際
星

海通
事信線

電 信 級346 ・1255111 ■
一1612

電 話 級 108 ・[・ ・ 5 一1 一1…

電話通話 一 「
2

一1
■

一 【
2

テ レ ッ ク

ス 通 信
221 22

そ の 他 9 0 9 1 ・1 111 35

合 計1・5171 241・57232・1 211 114,468

(注)1.本 表 は実 回線 のみ で電話 との共用を除 く。

2.電 話 との共用に よる国際写真電報35,国 際音声放送42,国 際 デーテル

5,国 際海事衛星 デーテル!,国 際 ファ クシ ミリ電報2を 含む 総 回 線 は

4,553回 線 である。

3.上 記 のほか,国 際 テ レビジ ョン67対 地があ る。

4.国 際専用回線は,国 際特定通信回線,国 際オ ー トメ ックス回線,個 別 シ

ステム回線及び国際航空デ ータ回線を含む。

5.上 記 の 「そ の他」 とは国際写真電報,国 際 ファクシ ミリ電報,国 際音声

放送伝送,国 際デ ーテル,国 際 コンピュータ ・アクセスサ ービスの実回線

及び国際航空無線通話,国 際無線電話通 話であ る。

対処 して国際電気通信施設の拡充,強 化を推進してきた結果,国 際通信回線

は逐年増加 し,55年 度末において国際電電が運用 している対外直通回線は総

計4,553回 線に達 している(附 属資料第15表 参照)。

これを回線種類別,対 地別にみると,そ れぞれ第2-2-12表 及び附属資

料第16表 に示すとお りであ り,衛 星回線及び海底ケーブルを経由する回線が

大部分を占めている。

(D海 底ケーブル

国際電電が運用 している国際海底ケーブルは,第 一太平洋横断 ケ ー ブ ル
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我が国の国際海底ケープル

ケ ー ブ ル

区 分

第一太平洋横断 ヶ
一ブル(TPCl)

日 本 海 ケ ー ブル

(JASC)

第二太平洋横断 ケ
ーブル(TPC2)

日本 ・中 国間 ケ ー
ブル

沖縄 ・ル ソ ン ・香

港 ケー プ ル

(OLUHO)

沖縄 。台湾間 ケー
ブル

ASEANケ ー ブ ル

(PHILSIN)

(INSIN)

日本 ・韓 国間 ケ ー
ブル

陸 揚 げ 地

二 宮,グ ア ム,ウ ェ
ー キ

,ミ ッ ドウ ェ イ,
ハ ワ イ

直江 津,ナ ホ トカ

具 志 頭,
ワイ

グ ア ム,ハ

苓北(熊 本県),南 雁
(なんほい,上 海市

の南東)

具 志 頭,ル ソ ン,香 港

具志頭,頭 城

ル ソ ン,シ ン ガ ポ ー

ル,イ ン ドネ シ ア

浜田,釜 山

回 線 容 量
(電話級換算)

138

回線

120

845

480

(沖 縄 ・ル ソ ン間)
1,200

(ル ソ ン ・香 港 間)
1,380

480

催 鏑 シンガ)
1,380

(シ ン ガポ ー ル ・イ ン ドネ シア間)
480

2,700

距 離

k皿

9,800

880

9,350

870

1,340

880

650

2,350

1,100

280

運用開始

39年6月

44年7月

51年1月

51年10月

52年8月

54年7月

53年8月

55年4月

55年11月

(第1TPC),第 二 太 平 洋 横 断 ケ ー ブル(第2TPC),日 本 海 ケ ー ブル,

日本 ・中 国間 ケ ー ブル,沖 縄 ・ル ソン ・香港 間 ケ ー ブ ル(OLUHOケ ー ブ

ル),沖 縄 ・台湾 問 ケ ーブ ル,ASEANケ ー ブル及 び 日本 ・韓 国 間 ケ ー ブル

の8ケ ー ブルが あ る。

これ ら我 が 国 の国 際 海 底 ケ ー ブル の概 要 は,第2-2-13表 の と お りで あ

る。

〈2)通 信 衛 星

イ ソテ ル サ ッ トの 世 界通 信 シス テ ムは,55年 度 末 現 在,IV号 系 衛 星(電 話

換 算4,000回 線 及 び テ レ ビ2回 線 の 容量 を もつ 。)及 びIV-A号 系 衛 星(電 話
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換 算6,000回 線 及 び テ レビ2回 線 の 容量 を もつ 。)が 太 平 洋,大 西 洋 及 び イ ソ

ド洋 上 に 計12個 設 定 運 用(又 は 予 備 配 置)さ れ,世 界 の通 信 のか な め とな っ

て い る。

また,イ ンテ ル サ ッ ト衛 星 を 利 用 す る各 国 の衛 星通 信所(地 球 局)の 増 加

も著 し く,55年12月 末 でそ の数 は134か 国(地 域 を含 む 。)263局(ア ンテ ナ

数325)に 達 して い る。

我 が 国 では,国 際 電 電 が 茨 城 衛 星通 信所(高 萩 市)と 太 平 洋 上 イ ンテ ルサ

ッ ト衛 星 を通 じて,米 国,カ ナ ダ,メ キ シ コ,オ ー ス トラ リア,ニ ュー ・ジ

ー ラ ソ ド
,中 国,香 港,フ ィリ ピソ,タ イ 等14か 国(地 域 を 含 む 。)と の間

に通 信 回線(55年 度 末 現 在 電 話 換 算706回 線)を 設 定 して お り,ま た 山 口衛

星通 信所 とイ ソ ド洋 上 イ ソテ ル サ ッ ト衛 星を 通 じて英 国,西 独,フ ラ ソス,

イ タ リア,ス イ ス,バ ン グ ラデ シ ュ,イ ン ド,シ ソガ ポ ー ル,サ ウデ ィ ・ア

ラ ビア,ケ ニ ア等40か 国(地 域 を 含 む 。)と の間 に 通 信 回 線(55年 度 末 現 在

電 話 換 算517回 線)を 設 定 して い る。

(3)対 流 圏 散 乱 波 通 信(日 韓OH回 線)

対 流 圏 散 乱波 通 信(43年6月 開 通)は,我 が 国 と韓 国 と の間 の国 際 通 信 に

用 い られ て お り,55年 度 末 の容 量 は 電 話 換 算504回 線 とな って い る。

日本 側 の 中継 所 は浜 田市 に,韓 国 側 の 中継 所 は 舞 龍 山に あ る。

(4)短 波 無 線

短 波 無 線 設 備 と しては,小 山 送 信 所(栃 木 県),小 室 受 信所(埼 玉 県),北

浦 受 信所(茨 城 県),上 野送 信 所(三 重 県)及 び 小 野 受 信所(兵 庫 県)が あ

る。 北 浦 受 信 所,上 野 受 信 所 及 び 小 野 受 信 所 は,遠 隔 制 御 に よ り運 用 され て

い る。

現 在,短 波 回線 数 は 対 外 直 通 回 線 全 体 の0.5%を 占め るに す ぎな くな っ て

お り,今 後 の短 波 回線 の 国際 公 衆 電 気 通 信 面 に お け る利 用 は,広 帯 域 回 線 の

な い対 地 との通 信,広 帯 域 回 線 に 障 害 が 起 きた 時 の バ ックア ッ プ回線,船 舶

通 信等 に限 定 され てい くと思 わ れ る。
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2国 際電気通信サ ービスの現状

(1)国 際 電 報

国際電報は,世 界中至る所の国又は地域との間に取 り扱われている。取扱

地域の うち特に取扱数の多い対地 とは直通回線を設定 して国際電報を取 り扱

っているが,そ の他の対地については第三国中継によっている。国際電報の

種類は通常電報 と書信電報に大別され,ほ かに付加サービスとして至急,返

信料前払,そ の他の特別取扱いがある。

我が国に発着する国際電報及び我が国が第三国の立場で中継する国際電報

の55年度の取扱いは334万通で,前 年度の368万 通に対 して9.3%減 を示 して

いる。

国際電報は,か つては国際通信の主役として44年度まで順調に伸びてきた

が,45年 度以降は国際加入電信の自動化実施(44年8月)等 の影響及び通信

第2-2-14図 国際電報の取扱通数州別分布

ア ジ ア 州(57.0%)

ア メ リカ 州(21.5%)

ヨーロ ッパ州(12.3%)

↑

　
署

↓

甲

穫

薩
≦

ア フ リカ州

(5.0%)

大洋州(4.2%)

国際電電資料に よる。



一132一 第2部 各 論

の利用構造の変化を受け減少又は停滞の傾向にある(附属資料第17表 参照)。

55年度における国際電報の州別取扱通数分布は,第2-2-14図 に示すと

お りであ り,全 取扱数の過半数がアジア州との間のものである。

(2)国 際加入電信

国際加入電信は,現 在では世界中のほとんどすべての地域との間において

取 り扱われている。

我が国に発着する国際加入電信及び我が国が第三国の立場で中継する国際

加入電信の55年 度の取扱数は3,798万 度で,前 年度の3,272万 度に対 して16。1

%の 増となっている。また,州 別取扱度数分布は第2-2-15図 に示すとお

りであ り,ア ジア州が全体の約40%を 占め,ヨ ーロッパ州,ア メリカ州の取

扱数がほぼ同程度である。

このサービスは,国 際電電の国際加入電信加入者だけでな く,電 電公社の

加入電信加入者で国際利用登録を した者 も利用することが で き る。そのほ

第2-2-15図 国際加入電信の取扱度数州別分布

ア ジ ア 州(39.5%)

ヨー ロツノ{少卜1(26,7%)

ア メ リカ州(25.4%)

大 洋 州(6.0%)

↑

羅
a窒2

↓

市

潜

藻
3

ア フ リカ州(2
.4%)

国際電電資料に よる。
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か,国 際 電 電 の 各営 業 所 に 公 衆 用 国 際加 入 電 信 設 備(テ レ ッ クス ブ ース)が

あ って,一 般 の利 用 に供 され て い る。

55年 度 末 に お け る 国際 電 電 の 国 際 加入 電 信 加 入者 数 は7,344加 入,電 電 公

社 の加 入 電 信加 入 者 で国 際 利 用 登録 を した 者 の 数 は2万143加 入 で あ る。

44年8月 以 降,国 際 加 入 電 信 の 自動 化 が 進 め られ た結 果,55年 度 末 に おけ

る 自動 化 率 は98.9%に 達 して い る。

55年 度 中 に 自動 化 した 対 地 と して は,タ イ,ア ル ゼ ンテ ィ ン,一 ユー ・カ

レ ドニ ア等11対 地 で あ る。

国際 加 入 電 信 の料 金 は,全 対 地 を3地 域 に 分 け て定 め られ てお り,自 動 接

続 の もの に つ い て は1分 まで ご と と し,手 動 接 続 の もの につ い ては,最 初 の

3分 及 び超 過1分 ま で ごと と して い る。

(3)国 際 電 話

国際 電 話 は,現 在 では,世 界 中 の ほ とん どす べ て の 地域 に対 して 日本 全 国

第2-2-16図 国際電話の取扱度数州別分布

ア ジ ア 州(49,3%)

ア メ リ カ 州(28.9%)

ヨ ー ロ ッノぐタ・卜i(16.0%)

大 洋 州(5.2%)

国

際 甲

電 欝

話 蔭

島募35

度

アフ リカ州
(0.6%)

国際電電資料に よる。
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いず れ の地 域 か らで も電 電 公社 の加 入 電 話 を 介 して利 用 す る こ とが で き る よ

うにな って お り,国 際 化 が進 展 す る 中 に あ っ て,国 際 通 信 設 備 の 近 代 化,

サ ー ビス向 上 等 を 反映 して,我 が 国 の 国際 電 話 の 需 要 は 急 速 に 伸 長 し て き

た 。

我 が 国 に発 着す る 国際 電 話 及 び我 が 国が 第 三 国 の立 場 で 中継 す る 国際 電 話

の55年 度 の 取 扱数 は2,343万 度 で,前 年 度 の1,959万 度 に 対 して19,6%の 増 と

な った 。

55年 度 の 国 際 電 話 の取 扱 度 数 州 別 分 布 は 第2-2-16図 に 示 す と お りであ

り,全 取 扱数 の約 半数 が ア ジ ア州 と の間 の も ので あ る。

我 が 国 で取 り扱 う国際 電 話 の 種 類 と しては,番 号 通 話(ス テ ー シ ョ ソ ・コ

ール)
,指 名 通 話(パ ー ソナ ル ・コ ール),国 際 ダ イ ヤ ル通 話(我 が 国の 加 入

電 話 か ら外 国 の加 入 者 を ダイ ヤル 発 信 で 直 接 呼 び 出 す こ とが で き る通 話)等

第2-2-17表 日本発信国際ダイヤル通話可能対地

州 名

ア メ リ カ 州

ヨ ー 口 ツ パ州

ア ジ ア 州

大 洋 州

ア フ リ カ 州

対 地

米 本 土,カ ナ ダ,ブ ラ ジ ル,ア ル ゼ ン テ ィ ン,メ キ シ コ,チ リ,

コ ロ ン ビ ア,コ ス タ リ カ,オ ラ ン ダ 領 ア ン テ ィ ー ル

ス イ ス,西 独,オ ー ス ト リア,ナ ラ ン ダ,ベ ル ギ ー,ノ ー ル ウ ニ

ー .デ ンマ ー ク,ス ペ イ ン,フ ラ ン ス,ス ウ ェ ー デ ン,ギ リ シ

ャ,イ タ リ ア,ア ン ド ラ,モ ナ コ,ヴ ァ テ ィ カ ン,サ ン ・マ リ ノ,

リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン,英 国,ア イ ル ラ ン ド,ポ ル ト ガ ル,ソ ビ エ

ト連 邦,ル クセ ン ブ ル グ,ト ル コ,フ ァ ロ ー 群 島,ポ ー ラ ン ド,

マ ル タ,ル ー マ ニ ア
,東 独

韓 国,台 湾,シ ン ガ ポ ー ル,ク ウ ェ イ ト,香 港,マ レ イ シ ア,イ

ス ラ エ ル,イ ラ ク,ア ラ ブ 首 長 国 連 邦,パ ハ レ ー ン,イ ラ ン,イ

ン ドネ シ ア,カ タ ー ル,ス リ ・ ラ ン カ,タ イ,フ ィ リ ピ ン,キ プ

ロ ス,サ ウ デ ィ ・ ア ラ ビ ア

ハ ワ イ ,オ ー ス トラ リ ア,ニ ュ ー ・ジ ー ラ ン ド,パ プ ア ・_ユ ー

ギ ニ ア.ア メ リ カ ン ・サ モ ア.ニ ュ ー ・カ レ ド ニ ア,ヴ ァ ヌ ァ ッ

カ ナ リ ー 群 島,ス ワ ジ ラ ン ド,ナ ミ ビ ア,南 ア フ リ カ,レ ソ ト,

ア ン ゴ ラ,ウ ガ ン ダ,ヶ ニ ア,サ ン ビ ア,象 牙 海 岸,タ ン ザ ニ

ア,チ ュ ニ ジ ア
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が あ る。

また55年10月1日 か ら新 た に 国際 電 話 網 を 利用 した フ ァ クシ ミ リ通 信 及 び

デ ー タ伝 送 等 の通 信 が 可 能 とな った。 これ らは通 話 と 同一 条件 で扱 わ れ る。

56年4月1日 現 在,日 本 発 信 の 国際 ダイ ヤ ル通 話 が 可 能 とな って い る対 地

は74対 地 で あ る(第2-2-17表 参照)。

また,米 国,イ タ リア,オ ラ ンダ,西 独,ス イ ス,フ ラ ソス,ベ ル ギ ー,

イ ス ラエ ル,シ ンガ ポ ール,オ ー ス トラ リア,ギ リ シ ャ,カ ナ ダ等 の33対 地

か ら 日本着 信 の 国際 ダイ ヤル通 話 が 可能 とな って い る。

国 際 電 話 の料 金 は,基 本 的 に は全 対 地 を6地 域 に分 け て定 め られ て お り,

取 扱 地 域 に よ っては 日曜 割 引 料 金 を設 け てい る と ころが あ る。

課 金 方式 につ い ては,オ ペ レー タを介 す る国 際 電話 の場 合 は,最 初 の3分

間 まで の料 金 を基 本 と し,そ の後 は 超 過1分 まで ごと の料 金 を 加 算す る方 式

とな って お り,国 際 ダイ ヤル通 話 の場 合 は,6秒 ま で ごとに 課 金 され る。

(4)国 際 専 用 サー ビス

国際 専用 サ ー ビス と して 提 供 され る 国際 電 気通 信 回線 の種 類 は,12.5b/s,

25b/s,50b/s(標 準 速 度),75b/s,100b/s,200b/s及 び1200b/sの 電 信 級

回線 並 び に 音声 級 回線 で あ る。 音声 級 回線 は,電 話,フ ァ クシ ミ リ,テ レプ

リソタ等 を 交互 又は 同時 に 組 み 合わ せ て使 用 す る た め 分割 す る こ とが認 め ら

れ てい る。

55年 度 末 の専 用 回線 数 の 合 計 は,電 信級612回 線 音 声 級200回 線 で あ る。

国際 専用 サ ー ビス の料 金 は,電 信級 回 線 及 び 音 声級 回線 と も全対 地 を3地

域 に分 け て定 め られ てい る。

(5)国 際 テ レ ビジ ョン伝 送

海 外 との テ レビ ジ ョン伝 送 は,衛 星通 信 の 出現 に よ って初 め て 商用 サ ー ビ

スが 可 能 とな った もので あ るが,世 界 各 地 に 新 しい地 球 局 が 次 々に建 設 され

た こ とに 伴 い取 扱地 域 が 拡 張 され,55年 度 末 の取 扱 対 地 は67対 地 とな っ てい

る。

55年 度 に おけ る国 際 テ レ ビジ 、ン伝 送 の取 扱 件数 は,2,559件 とな って い
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る。

国際 テ レビ ジ ョソ伝 送 の料 金 は,定 時 伝 送 及 び そ れ 以 外 の もの に 分 け て定

め られ て お り,そ れ ぞれ 全 対 地 均 一 の も の と な って い る。

(6)そ の 他 の サ ー ビス

デ ー タ通 信 に属 さ な い公 衆 電 気 通 信 サ ー ビ スで あ って 国 際 電 電 の 提 供 に 係

る もの と して は,上 記 以 外 に 次 の よ うな もの が あ る。

国 際 無 線 電報,国 際 写 真 電 報,国 際 航 空 業 務報,国 際放 送 電 報,国 際 フ ァ

クシ ミ リ電 報,国 際 デ ーテ ル,国 際 無 線 電 話通 話,国 際航 空無 線 電 話通 話,

国 際 音声 放 送 伝 送,国 際 海 事 衛 星 テ レ ク ッス,国 際海 事衛 星 電 話通 話,国 際

海 事 衛星 デ ー テル

(7)国 際 通 信 料 金 の 改 定

国際 通 信 料 金 は,55年 度 に は7月 と10月 に 改定 され,56年 度 に入 ってか ら

は4月 に 改 定 され て い る。

55年7月1日 の 改定 で は,国 際 通 話 料 に つ い て,ヨ ・一ロ ッパ 対 地 一 律17

%,中 近 東 対 地10～25%,そ の 他14対 地33～55%の 引下 げが 行 わ れ た 。 ま

た,国 際 専用 回 線料 につ い て,全 対 地 電 信 級28～35%,音 声 級15～26%の 引

下 げ が行 われ た。

55年10月1日 の 改定 では,国 際 テ レ ビジ ョ ン伝 送 料 金 の19～32%引 下 げ が

行 わ れ た ほか,国 際 デ ー テ ル料 金 の44～54%引 下 げ が 行 わ れ た 。

さ らに,56年4月1日 の改 定 で は,国 際 通 話 料 が21対 地 に つ い て17～55

%,国 際 加入 電 信 料 が10～17%,国 際 専 用 回 線料 が 全 対 地 に つ い て 電 信 級3

～28%,音 声 級6～46%の 引 下 げ が 行 わ れ た 。

3営 業所等設備

各種設備の保守 ・運用を担当する部門として,国 際通信施設局,衛 星通信

所,中 継所及び送受信所が設けられている。また,国 際電気通信の窓口機関

は第2-2-18表 のとおりである。
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第2-2-18表 国際通信の窓ロ機関

種 別 圃 局 所 名

国 際 電 報 局1・1鯨 汰 阪

国際 電 報局 分局 ll

丸 の 内,京 橋,八 重 洲 口,千 代 田,世 界貿 易 セ ンタ

ー,新 東 京 国際 空 港,東 京 シテ ィ・エ ア ー タ ー ミナ ル,

新 阪 神 ビル 内,中 之 島,大 阪 国際 空 港,京 都

国 際 電 話 局2東 京,大 阪

国隔 報編 局1・}躰 橋噺 橋 渋谷,横 浜,名 握 神戸,禰

国際繍 篇 局分局 ・1神 戸商工賜 ・・ター譜 天間激 港

(注)電 電公社の窓、口機関において も,国 際通信 が取 り扱われている。

第4節 事業経営状況

1国 内 公 衆 電 気 通 信 事 業

(1)電 電 公社 関 係

55年 度 の総 収 入 は,対 前 年 度 比3.9%増 の4兆63億 円,こ れ に対 す る総 支

出は,同6.3%増 の3兆6,183億 円 で,差 し引 き3,881億 円 の収 支差 額(前 年

度4,529億 円)を 生 じ,設 備投 資 等 の 資 金 と して使 用 され た。

ア 収 支 状 況

55年 度 の 電電 公社 の決 算 は,総 収 入4兆63億 円,総 支 出3兆6,183億 円で

3,881億 円 の収 支 差 額 を 生 じた。

(力 事 業 収 入

55年 度 の 事 業収 入は,3兆9,528億 円 とな り,対 前 年 度 比4.5%の 伸 びに

とど ま った。

内訳 に つ い て概 観す る と,ま ず 事 業収 入 の89.2%を 占 め る電 話 収 入 は3

兆5,257億 円 で対 前 年 度 比3・9%の 増 とな り,1加 入 当 た りの 電 話収 入 は,

53年 度 の8万5,114円,54年 度 の8万6,425円 に 対 して8万6,471円 とな っ



一138一 第2部 各 論

た。

公 衆 電 話料 は,1,310億 円で 対 前 年 度 比8.4%増 とな り,1公 衆 電 話 当た

り収 入 は15万712円 と対 前 年 度 比4.1%増 とな った。

電 信収 入 は640億 円,対 前 年 度 比5.1%の 減 とな り,専 用 収 入 は2,515億

円(う ち デ ー タ通 信 収 入1,599億 円,対 前 年 度 比16.4%増),対 前 年 度 比

12,6%の 増 とな った 。 雑 収 入 は1,116億 円(対 前年 度比13.3%増)で あ っ

た 。

(イ)事 業 支 出

55年 度 の 事 業 支 出 は,対 前 年 度 比6.4%の 伸 び とな って お り,各 費 用 の

構 成 比 は,直 接 事 業 費51.2%(う ち人 件 費34.8%),資 本 費用44.0%(う

ち減 価 償 却 費32.4%),業 務 委 託 費3.3%,諸 税 公 課1.5%と な って い る。

直 接 事 業 費 は,対 前年 度 比8.8%増 加 し1兆7,955億 円,資 本 費 用 の うち

減 価 償 却 費 は,対 前年 度 比4.8%増 加 して1兆1,359億 円,金 融 費 用(利 子

及 び 債 券 取 扱 費,債 券発 行 差 損 償 却 費)は 対 前 年 度 比0.6%減 少 して4,065

億 円 とな った。

事 業 収 支 率 は,55年 度 は88.7%と な った(第2-2-19表 参 照)。

な お,過 去5か 年 の事 業 収 入,事 業 支 出 の内 訳 は 第2-2-20～21表 の

と お りで あ る。

イ.資 産 及 び 負債 ・資本 の概 況

電 電 公 社 の55年 度 決 算 に お け る 貸 借対 照表 の概 要は,第2-2-22表 の と

お りで あ り,固 定 資 産額 は8兆5,895億 円(う ち有 形 固 定 資 産 額 は8兆3,998

億 円),固 定 負債 は5兆3,059億 円(う ち 電信 電 話債 券 が5兆2,941億 円),ま

た,資 本 は5,507億 円増 加 し,3兆8,199億 円 とな った。

ウ.資 金 調 達 状 況

電 電 公 社 の建 設 投 資 及 び 債 務 償還 に 要 す る資 金 は,内 部 資 金(減 価 償 却

費,債 券 発 行 差 損 償 却 費,収 支 差 額 等 か らな る 。)と 外部 資金(設 備 料,受

益 者 債,財 政投 融 資,特 別 債 ・借 入 金か らな る 。)か ら構 成 され て い る が,

そ の構 成 比 は第2-2-23図 の とお りで あ る。
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電電公社の事業 収支率

(単位:%)一
事業収支率 105.3 85.9 87.4 87,1 88.7

㈲ 事業収支率一妻鍬 ・1。・

第2-2-20表 電電公社の事業 収入の推移

(単位 億 円)ぱ 51 52 53 54 55

電 話 収 入 隣373 30,667 ・亀2251・ag5・ 35,257

構 成 比(%) ・・1 911 ・・1 90 89

対前年度伸び率(%) 19・61・ ・ll ・ll …1 3.9

電 信 収 入 480 730 ・。・1 ・・4i 640

構 成 比(%) ・1 2 ・1 2 2

対前年度伸び率(%) …8151・ ・ △3.8 凸4.0 △5.1

専 用 収 入 1…411・ ・29 1,941 2,234 2,515

構 成 比(%) ・1 5 ・1 6 6

対前年度伸び率(劣) 1・・臣 刺 … 1・111・ ・

雑 収 入 651 787 9551 985 [,116

構 成 比(%) 3 2 3 2 3

対前年度伸び率(%) 11.0 … レ1・4 3.2 13.3

計 24,808 ・・刺 ・・8231…4・ 39,528

構 成 比(%) 1・・1 1。・1 100 100 100

対前年度伸び率(%) 1・ ・135・ ・ 6.3 ・・1 4.5

(注)数 値は単位未満を四捨五入す ることを原則 とした ので,合 計の数値 と内訳の

計が一致 しない場合 もある。
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第2-2-21表 電電公社の事業支出の推移 (単位:億 円)談
直 接 事 業 費

構 成 比(%)

人 件 費(再 掲)

構 成 比(%)

減 価 償 却 費

構 成 比(%)

金 融 費 用

構 成 比(%)

資 本 費 用 計

構 成 比(%)

業 務 委 託 費

構 成 比(%)

諸 税 公 課

構 成 比(%)

計

構 成 比(%)

51

12,509

48

8,995

34

8,384

32

3,700

14

12,084

46

1,191

5

350

1

26,135

100

52

14,158

49

10,009

35

9,215

32

4,076

i4

13,291

46

1,123

4

396

1

28,968

lOO

53

15,533

50

10,804

35

10,164

32

4,202

13

14,367

46

980

3

428

1

31,307

100

54

16,503

50

ll,391

35

10,843

33

4,091

12

14,934

45

1,045

3

467

1

32,949

100

55

17,955

51

12,190

35

ll,359

32

4,065

12

15,424

44

1,16工

3

509

1

35,049

100

(注)数 値は単位未満を四捨 五入す ることを原則 としたので,合 計の数 値 と内訳 の

計が一致 しない場 合もある。
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第2-2-22表 電電公社の貸借対照表

(56年3月31日 現在 単位:億 円)

資 産 の 部

流 動 資 産

固 定 資 産

繰 延 資 産

そ の 他 の 資 産

合 計

7,807

85β95

649

240

94,591

負 債 ・資 本 の 部

流 動 負 債

固 定 負 債

そ の 他 の 負 債

(負 債 計)

資 本

合 計

3,263

53,059

71

56,393

38,199

94,591

(注)数 値 は単位未満を四捨五入す るこ とを原則 としたので,合 計 の数値 と内訳 の

計 が一致 しない場合 もある。

第2-2-23図 資本勘定収入の構成比推 移

51年度52535455

内 部 資 金

設 備 料

受 益 者 債

財 政 投 融 資

特 別債 ・借 入金

(34)

(7)

(17)

(3)

(39)

＼

、＼

＼＼

＼＼

＼ ＼、
、＼ 、
＼こ

、
'こ、

、

資本勘定収入合計20,156億 円

(60)

(6)

(11)

(3)

(20)

23,335

へ

・こ＼
、

(64)

(7)

(12)

(2)
(15)

22,134

こここ

(69)

(7)

(13)

(9)(2)

22,417

(68>

(7)

(12)

(2)(11)

22β86
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第2-2-24表 総資本利益率等の推移＼
総 資本 利 益率(%)

総 資本 回転率(回)

51

△2,1

0.37

52

6.0

0.46

53

4.9

O.45

54

5.3

0,45

55

4,2

0.44

当 期 利 益(欠 損)金(収 支 差額)(注)総資 本 利 益 率=

総資本回転率= 首末平均総資本

首末平均総資本

総収益

エ.経 営 比 率

過 去5か 年 の 総 資 本 利 益 率,総 資本 回転 率 は,第2-2-24表 の とお りで

あ る。

(2)有 線 放 送 電 話 事 業

ア.収 入 状 況

55年12月 か ら56年3月 まで の 間 に 事業 年 度 が終 了 した810施 設 の収 入 総 額

は203億 円で,1施 設 当 た り2,505万 円で あ り,54年 度 の収 入総 額205億 円 に

比 べ1.0%の 減,1施 設 当 た りで は6.3%の 増 とな って い る。

55年 度 の収 入 の うち,利 用 料(基 本 料,通 話 度 数 料 及 び 有 線 放 送 設 備 使 用

料)は 収 入総 額 の72.3%を 占め てお り,ほ か に,接 続手 数 料0.8%,放 送 料

3.4%,雑 収 入12.0%,運 営 費 補 助 金4.0%,繰 入 金7.5%と な って い る。

イ,支 出 状 況

支 出 につ い ては,総 額203億 円 で,1施 設 当 た り2,504万 円で あ り,54年 度

の支 出総 額200億 円 に比 べ1.5%の 増,1施 設 当 た りで は9.0%の 増 とな っ て

い る。

55年 度 の支 出 の うち,人 件 費 が49.4%と 最 も多 く,以 下 物 件 費30.9%,減

価 償却 費11.4%,支 払 利 息3。5%等 とな って い る。
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第2-2-25表 国際電電の収支状況の推 移

∵ 度
総 収 入

営 業 収 入

韓

繹

電 報 料

加入電信料

電 話 料

専 用 料(電信
・電話)

そ の 他

営業外収益特
別 利 益

総 支 出

営 業 費 用

再

握

労 務 費

減価償却費

そ の 他

営業外費用
納税引当金等

収 支 差 額

51

金額謄
百 万 円

96,102

(118)

90,558

(117)

7,264

GOI)

31,204

(12D

38,350

(120)

9,089

(110)

4,651

(119)

5,544
(135)

86,988

(li8)

74,050

(ll6)

31,651

(112)

11,229

(111)

31,170
(123)

12,938

(127)

%

(100)

(94)
100

8

35

42

lo

5

(6)

(100)

(85)
100

43

夏5

42

(15)

9,ll4

(122)

52

金制暫
百 万 円

113,223

(118)

lO7,1io

(118)

7,729

(106)

36,379
(117)

46,873

(122)

9,446
(104)

6,683
(144)

6,113

(no)

104,000

(120)

89,lll

(120)

38,551
(122)

11,950
(106)

38,610
(124)

14,889

(115)

%

(100)

(95)
100

7

34

44

9

6

(5)

(100)

(86)
100

43

14

43

(14)

9,223
(lo1)

53

金釧暫
百 万 円

129,205

(li4)

123,455

(1i5)

7,470

(97)

42,327

(116)

56,594
(121)

9,494
(101)

7,570
(113)

%

(100)

(96)
100

6

34

46

8

6

聞(・)

Il9,427

(115)

102,154

(115)

(100)

(86)
100

43,87943

(U4)

11,881
(99)

46,394
(120)

12

45

1鷲(14)

9,778
(106)

54

金額1響

百 万 円

147,576

(114)

141,209

(114)

6,331
(85)

%

(100)

(96)
100

4

46,66333
(llo)

68,10548
(120)

11,1379
(117)

8,9736
(119)

鵬(・)

13糟(1。 。)

108,798

(107)

43,512
(99)

13,007
(110)

52,279
(113)

21,990
(127)

(83)
100

40

12

48

(17)

16,788

(172)

55

金額1暫

百 万 円%

156,635(100)

(106)

148,046(95)

(IO5)100)

6,7085
(IO6)

48,88533

(105)

70,851
(104)

48

10,6797
(96)

IO,9237
(122)

8,589
(135)

141,052

(lo8)

120,010

(且lo)

48,649
(112)

15,766
(12D

55,595
(106)

2E,042

(96)

(5)

(100)

(85)
100

41

13

46

(15)

15,583
(93)

(注)1.金 額欄下段()内 の数字は,前 年度を100と した場合の指数を示す。

2.構 成比欄()内 の数字 は総収入又は総支出を100と した場合の指 数で

ある。
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2国 際公衆電気通信事業

(1)収 支 状 況

国際 電 電 の55年 度 決 算 は,総 収 入1,566億 円,総 支 出1,410億 円 で収 支 差 額

156億 円 とな ってい る。

ア.営 業 収 入

営 業 収 入 は1,480億 円,対 前 年 度 比68億 円,4.8%(昨 年 度 の伸 び率 は14.4

%)の 伸 び とな った。

収 入 の 大 部 分 は,電 話料,加 入 電 信 料 及 び 電 報 料 収 入 で 占 め ら れ て い る

(営業 収 入 に 占め る割 合 は85.4%)。

イ.営 業 費 用

営 業 費用 は1,200億 円で 対 前 年 度 比112億 円,10.3%(昨 年 度 の 伸 び 率 は

6.5%)の 増 加 とな った。 そ の 主 な もの は 労 務 費486億 円(構 成 比40.5%),

減 価 償 却 費158億 円(同13.1%)等 で あ る。

最 近5か 年 間 の収 支 状況 の推 移 は 第2-2-25表 の とお りで あ る。

(2)資 産 及 び 負債 ・資本 の状 況

国 際 電 電 の55年 度 末 に おけ る 資産 総 額 は2,123億 円 とな り,発 足 当 時(33億

第2-2-26表 国際電電の貸借対照表

(56年3月31日 現在 単位:百 万 円)

資 産 の 部

科 目 降 額 構成比

流 動 資 産

固 定 資 産

有形固定資産

無形固定資産

投 資 等

68,166

144,086

104,919

15,572

23,595

32%

68

50

7

1!

負 債 ・資 本 の 部

科 目1金 額 徽 比

流 動 負 債

固 定 負 債

(負 債 合 計)

資 本 金

法 定 準 備 金

剰 余 金

(資 本 合 計)

42,287

43,463

(85,750)

16,500

2,643

107,359

(126,502)

%20

20

(40)

8

1

51

(6Q)

資 産 合 計21・2521・ ・1簸 ・資 本 合 計121・2521・ ・

(注)固 定 負債 には特定引 当金を含む。
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円)の 約64倍 の 規 模 に達 してい る。

な お,55年 度 末 に お け る 貸借 対 照 表 の 概要 は第2-2-26表 の とお りであ

る。


